
 

 
 

新型コロナウイルス感染症については、世界的に感染が拡大するほか、国内においても一部地域

において感染が拡大している状況です。北海道は、一定程度新たな感染者の増加が抑制されていま

すが、収束に向かっておらず憂慮すべき状況が続いております。 

各種行事の中止等により、皆様にはご不便をおかけしますが、感染拡大防止のためにご理解とご

協力をお願いいたします。 
 

＊ 本書は、令和２年４月２日時点の国が発出している情報を基に作成しております。今後、内容

が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 
 
 

 
 

 新型コロナウイルス感染症について、次のような特徴があるとされています。 

◆ 感染経路の中心は、飛沫感染及び接触感染です。 

◆ 閉鎖空間では、近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症

状がなくても感染を拡大させるおそれがあるとされています。 

◆ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②

密集場所（多くの人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発

声が行われる）という３つの条件が同時に重なる場では、感染を拡大させる可能性が高いと考え

られます。 

◆ 潜伏期間は、１～14日（一般的には約５日）とされており、また、厚生労働省では、これまで

の新型コロナウイルス感染症の情報なども踏まえて、濃厚接触者については14日間にわたり健康

状態を観察することとしています。 

◆ 感染した方の約８割は軽症で経過し、治癒する例も多いことが報告されています。 

◆ 感染した場合は、発熱や呼吸器症状が１週間前後持続することが多く、強いだるさ（倦怠感）

を訴える人が多いことが報告されています。 

◆ 有効性が確認された治療薬やワクチンは存在せず、治療方法としては対症療法が中心となって

います。治療薬は、いくつか既存の治療薬から候補薬が出てきていることから、患者の観察研究

等が進められています。 
 
 
 

● 飛沫感染とは… 

 感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫と一緒にウイルスが放出さ

れ、別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染すること。 

● 接触感染とは… 

感染者がくしゃみや咳を手で押さえ、その手で周りの物に触れ、別の

人がその物に触ってウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触って感

染すること。 
 
 

（イラスト：政府広報オンライン） 

新型コロナウイルス感染症について 

新型コロナウイルス感染症の特徴（現時点でわかっていること） 
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咳エチケット（マスクの着用等）、手洗い、手指の消毒など、通常の感染予防対策を行うことが重

要です。また、外出の際にはできるだけ①換気の悪い空間、②多人数が集まる密集空間、③間近で

の会話や発生をする密接場面は避けていただくようお願いいたします。 

● 手洗い 

 ドアノブなど様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性が

あります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イラスト：政府広報オンライン） 

● 咳エチケット 

くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんので、咳エチケット

を心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イラスト：厚生労働省） 

● 適度な湿度 

 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では、加湿器など

を使用し、適切な湿度（50％～60％）を保ちましょう。 

 

感染予防はどうしたらよいの？ 
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発熱などの風邪症状があるときは、学校や会社を休み、外出を控え、毎日体温測定を行い、記録

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ 相談窓口 ⇒ 新型コロナウイルスに関連する肺炎の一般相談窓口です。 

 ＊ 帰国者・接触者相談センター ⇒ 新型コロナウイルスに関連する肺炎の感染が疑われる方

の相談窓口です。 

機 関 名 電話番号 受付時間 

相談窓口及び帰国者・接触者相談センター 

 北海道倶知安保健所 
0136-23-1957 
0136-23-1951 

平日 8:45～17:30 

 
北海道保健福祉部 

健康安全局地域保健課 
011-204-5020 

平日  17:30～21:00 

土日祝 9:00～17:00 

相談窓口 

 厚生労働省 0120-565653 9:00～21:00 

令和２年４月６日発出 【お問合せ先】 留寿都村役場保健医療課 （電話）0136-46-3131 

相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

帰国者・接触者相談センターにご相談いただく目安 

相談窓口及び帰国者・接触者相談センター 

次のいずれかに該当する方は、病院を受診する前に、帰国者・接触者相談センター（倶知

安保健所）にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する 

以下の「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。 

症状等を確認の上、専門の検査等を実施する必要があるか、通常の医療機関を受診すべきか等に

ついてご案内します。 

◆ 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならない

方も同様です。） 

  次のいずれかに該当する方は重症化しやすいため、この状態が２日程度続く場合には、帰

国者・接触者相談センターにご相談ください。 

 ① 妊婦 

② 高齢者 

③ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方 

④ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

◆ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 
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